
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業
を
実
施
し
ま
す

　

当
町
で
は
長
い
間
、
千
曲
バ
ス
運
行
に

よ
る
路
線
バ
ス
が
主
力
交
通
機
関
で
し
た
。

し
か
し
、
車
社
会
の
到
来
に
よ
り
利
用
者

が
減
少
し
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
、
国

や
県
が
運
行
に
係
る
費
用
を
補
助
し
な
が

ら
、
路
線
バ
ス
の
維
持
を
図
っ
て
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
７
年
度
に
は
国
が

補
助
の
廃
止（
特
別
交
付
税
参
入
に
変
更
）

を
行
い
、
平
成
17
年
度
に
は
県
が
補
助
を

廃
止
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
市
町

村
単
位
で
地
域
公
共
交
通
に
つ
い
て
検
討

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
町
に
お
い

て
も
、
先
進
地
の
視
察
や
関
係
者
に
話
を

聞
く
な
ど
し
て
、
交
通
体
系
の
検
討
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
18
年
度
か
ら
、
当
町
の
主
要
公
共

交
通
機
関
で
あ
っ
た
廃
止
路
線
バ
ス
小
沼

線
・
北
国
街
道
線
・
御
代
田
線
の
存
続
に
つ

い
て
や
デ
マ
ン
ド
交
通
な
ど
新
し
い
交
通

シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。
同
年

10
月
に
町
民
代
表
、
交
通
事
業
者
等
で
構

成
す
る
新
交
通
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会
を

組
織
し
、
御
代
田
町
の
公
共
交
通
に
つ
い

て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
県
か
ら

補
助
を
受
け
、
御
代
田
町
の
新
交
通
シ
ス

テ
ム
導
入
に
関
す
る
調
査
も
実
施
し
て
き

ま
し
た
。

実
際
の
利
用
者
が
少
数
で
は
投
資
効
果
が

な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
多
く
出

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
タ
ク
シ
ー
券

な
ど
の
利
用
に
よ
る
町
内
で
の
交
通
弱
者

の
実
態
を
把
握
し
た
後
、
新
た
な
施
策

（
循
環
バ
ス
や
デ
マ
ン
ド
交
通
等
）を
実
施

す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
、

町
長
に
同
様
の
内
容
を
答
申
し
ま
し
た
。

　

答
申
に
基
づ
き
、
タ
ク
シ
ー
券
を
利
用

し
た
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
で
、
需
要
動

向
の
把
握
と
、
交
通
弱
者
へ
の
新
シ
ス
テ

ム
導
入
を
目
的
に
、
次
の
施
策
を
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業
は
あ
ら

か
じ
め
券
を
購
入
し
て
い
た
だ
き
、
利
用

の
上
限
を
定
め
一
定
額
を
補
助
す
る
方
式

で
す
。
な
お
、
こ
の
事
業
は
町
内
に
お
け

る
需
要
動
向
を
把
握
す
る
こ
と
も
目
的
と

し
て
い
ま
す
の
で
、
事
業
期
間
は
お
お
む

ね
３
年
を
め
ど
と
し
ま
す
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

新
交
通
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会
は
、
町

長
か
ら
町
内
の
新
交
通
シ
ス
テ
ム
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
の
諮
問
を
受
け
、
公
共

交
通
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
新
交
通
シ
ス
テ
ム
導
入
に
関

す
る
調
査
結
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
過
大
な
投
資
を
し
て

こ
れ
ま
で
の
経
過

新
交
通
シ
ス
テ
ム

検
討
委
員
会
で
の
検
討

町
で
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら

主
に
交
通
手
段
を
持
た
な
い
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、

タ
ク
シ
ー
会
社
の
協
力
の
も
と
、「
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業
」を
実
施
し
ま
す
。

交
通
手
段
を
持
た
な
い
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
を
サ
ポ
ー
ト
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1．利用できる人
　　御代田町に住所があり、満75歳以上の方（外
国人登録者を含みます）。 

5．利用目的及び制限
　　タクシーの利用は通院、買物、公共施設及び
金融機関の利用等日常生活で必要とされるこ
とに限定します。遊興目的での利用はできま
せん。

問い合わせ先
企画財政課企画政策係
（32）3111（内線52）

タクシー利用助成事業内容

2．タクシーの運行範囲
　　タクシーは御代田町内のみの運行となります。
他の市町村への運行はできません。 

3．助成券
　　1回600円の助成券（6回分が1セットで3,600円）
をお求めください。この券は、身分証明書を
兼ねています。 

　　助成券は本人のみが利用でき、人に譲ったり、
他の人が利用することはできません。

　　助成券1枚につき1,500円まで利用すること
ができます（迎車料金を含みます）。1,500円
を超える利用料金は、その都度運転手に支払っ
ていただきます。

4．購入できる枚数
　　利用者が1年間に購入できるタクシー券は24
枚です。年度途中に対象になられた方は、誕
生月を含む1ヶ月あたり2枚の計算で購入で
きます。

6．利用方法
　　利用者は乗車の際身分証明書を運転手に提示
し、確認をうけてから助成券を提示してくだ
さい。

7．助成券の購入場所
　　御代田町役場企画財政課

8．購入方法
　　所定の申請用紙に記入して、企画財政課に提
出してください。審査を行い料金の収納を確
認の後、助成券を交付します。

9．利用できるタクシー会社
　　「軽井沢観光タクシ―」と「松葉自動車交通」です。 

10．相乗り
　　目的地まで同じ路線上での乗車に限り、相乗
りすることができます。 

11．助成券の払戻し
　　タクシー券が不要になった場合は、助成券の
払戻しをすることができます。口座振込みで
の返金となりますので、所定の様式に記入し
て、企画財政課に申請してください。また、
有効期限を越えた助成券は、期限終了後1ヶ
月まで払い戻しを行いますが、以後について
は払い戻しを行いません。

タクシー利用助成券（見本）

見

本

見見見見見見見見見見見見

本本本本本本本本本本本
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